
 

『明確な時期決めてないが２割超 中小企業の事業承継―日本公庫』 

  

 日本政策金融公庫が中小企業を対象に行った事業承継への意識等に関する特別調査で、事業承

継時期は、経営者の年齢層が高くなるにつれて 「今後１０年以内」 とする企業が増える傾向にあり、６０

歳以上では５０％を超えることがわかった。その一方、６０歳以上であっても 「明確な時期は決めていな

い」 の回答が２０％を超え、「まだ考えていない」 と合わせると３０％超を占めた。また、事業承継の課題

として、経営の承継問題では 「事業承継者を教育すること」 （４２.０％） と 「取引先

との関係を維持すること」 （３７.６％） 、後継者の選定問題では 「候補者を確保す

ること」 （２７.６％）、資産・負債の承継問題では 「借入に対する現経営者の担保等

を解除すること」 （２１.５％） の比率が高い―ことなどもわかった。事業承継にあ

たって相談する （相談済み、相談予定も含む） 相手については 「家族、親族」 （３

９.０％） が最も多かった。次いで 「税理士、公認会計士」 （３８.３％）、 「役員、従業

員」 （２５.２％） と続く。事業承継をする （予定の） 相手先は 「家族、親族」 （４９.

６％） が最多。次いで 「明確に決めていない」 （２４.９％）、「役員、従業員」 

（２２.４％）と続く。「明確に決めていない」 と回答した企業の経営者の年齢

層は６０歳以上が４１.３％を占めた。 

 

『平成２７年度租税滞納状況 引き続き低水準で推移―国税庁』 
         

 国税庁は先般、平成２７年度の租税滞納状況をとりまとめた。滞納の未然防止及び整理促進に努めた

結果、２７年度末における滞納整理中のものの額 （滞納残高） は１７年連続減少して９，７７４億円で、

ピーク時であった平成１０年度、２兆８，１４９億円の３４．７％となった。滞納残高は、前期の滞納残高と

新規発生滞納額の計から整理済額を差し引いた額。平成２６年度末における滞納残高は１兆６４６億

円。平成２７年度の新規発生滞納額は６，８７１億円で、前年度より１６．２％増加したものの、過去最も多

かった平成４年度 （１兆８，９０３億円） の３６．４％と、引き続き低水準となっている。一方、徴収決定済額

（申告などにより課税されたものの額） は、５８兆１，５２３億円。滞納発生割合 （新規発生滞納額／徴収

決定済額） は１．２％となり、平成１６年度以降１２年連続で２％を下回っている。 

 消費税滞納を含む事案の確実な処理に重点を置いた結果、整理済額は前年度から１５．９％増の７，

７４４億円、うち消費税は３４．１％増の４，５３３億円。いずれも新規発生滞納額を上

回り、２７年度末における滞納整理中のものの額はそれぞれ、９．２％減の９，７７４億

円、４．０％減の３，３４０億円となった。 

                      
           出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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